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令和 3 年 4 月補正予算（第 3 号）の概要 
 

 新型コロナウイルス感染症に係る国の非正規雇用労働者等に対する緊急支援策に伴い、子

育て世帯生活支援特別給付金給付事業費（ひとり親世帯分）その他について予算を補正する

必要が生じましたが、特に緊急を要したため 4 月 8 日に専決処分しました。 

 

 

 

 

【補正予算額】 一般会計 3 億 3,982 万 5 千円 
 

子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費（ひとり親世帯分） 

給付金 3 億 1,775 万円 

事務費 2,207 万 5 千円 
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Ⅰ 一般会計予算 339,825 千円

事　　業　　名
補　正　額

　　　　(千円)
内　　　　　　容 担 当 課

339,825

1 子育て世帯生活支援       339,825 子育て支援課

特別給付金給付事業費

（ひとり親世帯分）  給付金317,750

 事務費22,075

 3 款　　民　生　費

令和3年度4月 補正予算（第3号）

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、
低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の
支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘
案し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するもの。

【支給対象者】
児童扶養手当受給者等（低所得のひとり親世帯）

【給付額】児童一人あたり一律5万円

【給付時期】5月中旬～（予定）

【財源】国庫10/10


